
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
提
出

質

問

第

四

五

六

号

日
本
駐
留
米
兵
の
裁
判
権
に
係
る
日
米
密
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

456



日
本
駐
留
米
兵
の
裁
判
権
に
係
る
日
米
密
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
十
八
日
付
の
北
海
道
新
聞
は
、
同
月
十
七
日
ま
で
に
機
密
解
除
さ
れ
た
米
国
立
公
文
書
館
の
複
数
の
文
書
（
以

下
、
「
文
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
日
本
に
駐
留
す
る
米
兵
ら
の
事
件
に
関
し
、
「
重
要
な
案
件
以
外
、
日
本
側
は
裁
判
権

を
放
棄
す
る
」
と
の
密
約
（
以
下
、
「
密
約
」
と
い
う
。
）
に
日
米
両
国
政
府
が
一
九
五
三
年
に
合
意
し
、
そ
の
後
約
五
年
間

に
起
き
た
事
件
の
九
十
七
％
の
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。
右
の
記
事
（
以
下
、

「
道
新
記
事
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
道
新
記
事
」
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
道
新
記
事
」
に
よ
る
と
、
「
文
書
」
は
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
六
年
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
「
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
に
応
じ
る
に
際
し
、
日
本
側
か
ら
裁
判
権
放
棄
に
つ
い
て
意
思

表
示
を
取
り
付
け
る
べ
き
だ
」
と
す
る
、
一
九
五
八
年
十
月
二
日
付
の
当
時
の
ダ
レ
ス
国
務
長
官
が
在
日
米
国
大
使
館
あ
て

に
出
し
た
秘
密
公
電
も
含
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
外
務
省
、
ま
た
は
在
米
国
日
本
国
大
使
館
は
、
こ
れ
ら
の

「
文
書
」
を
直
接
確
認
し
て
い
る
か
。

三

一
九
五
四
年
か
ら
一
九
五
九
年
の
間
に
、
日
本
駐
留
米
兵
が
起
こ
し
た
刑
事
事
件
の
件
数
並
び
に
、
そ
の
う
ち
起
訴
さ

一



れ
、
我
が
国
の
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
件
数
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
年
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
道
新
記
事
」
に
よ
る
と
、
我
が
国
は
一
九
五
三
年
以
降
の
約
五
年
間
、
日
本
駐
留
米
兵
が
起
こ
し
た
事
件
の
う
ち
九
十

七
％
に
対
し
て
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
は
事
実
か
。

五

「
密
約
」
は
事
実
か
。

六

当
時
「
密
約
」
が
結
ば
れ
た
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

七

過
去
十
五
年
間
の
、
日
本
駐
留
米
兵
が
起
こ
し
た
刑
事
事
件
の
件
数
並
び
に
、
そ
の
う
ち
起
訴
さ
れ
、
我
が
国
の
裁
判
に

か
け
ら
れ
た
件
数
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

「
密
約
」
は
現
在
も
効
力
を
有
し
て
い
る
か
。

九

一
九
九
五
年
と
本
年
の
沖
縄
駐
留
米
兵
に
よ
る
少
女
暴
行
事
件
や
、
そ
の
他
日
本
駐
留
米
兵
に
よ
る
種
々
の
犯
罪
、
そ
し

て
そ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
多
く
が
不
起
訴
と
な
り
、
我
が
国
に
お
け
る
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
現
状
を
鑑
み
る

時
、
日
米
地
位
協
定
の
大
幅
な
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


